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説

第
三
節

ル
エ

l
ガ
1
市
政
の
展
開

論

先
に
見
た
よ
う
に
、

ウ
ィ
ー
ン
市
は
一
八
九

O
年
に
郊
外
地
区
と
合
併
し
、

そ
れ
ま
で
の
人
口
七

O
万
か
ら
人
口
一

O
九
万
を
擁
す
る
大

さ
れ
た
以
外
、

ウ
ィ
ー
ン
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
大
ウ
ィ
ー
ン
と
は
名
ば
か
り
で
、
九
三
年
に
下
町
と
郊
外
地
域
を
隔
て
て
い
た
外
壁
H
リ
l
ニ
エ
が
撤
去

(
1
)
 

み
る
べ
き
改
善
は
な
く
、
交
通
網
を
は
じ
め
、
都
市
の
生
活
基
盤
は
著
し
く
整
備
が
立
ち
遅
れ
て
い
た
。

1910年ウィーン市街地

で
あ
る
。
そ
の
二
分
野
の
う
ち
、
本
節
で
は
「
経
済
政
策
」
を
展
望
し
、
続
い
て
次

そ
う
し
た
中
で
、
一
八
九
七
年
七
月
二

O
日
、
晴
れ
て
市
長
と
な
っ
た
ル
エ

l
ガ

l

は
、
そ
の
就
任
演
説
に
お
い
て
、
市
長
と
し
て
の
彼
の
政
策
目
標
を
、
基
盤
整
備
を

(
2
)
 

中
心
に
、
列
挙
し
て
い
る
。
無
論
、
病
没
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
そ
の
全
て
が
彼

の
在
任
中
に
実
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
方
向
に
沿
っ
て
、
実
質

的
に
市
政
の
梶
取
り
を
始
め
た
前
年
度
か
ら
、

一
九
一

O
年
の
そ
の
死
ま
で
の
一
四

年
間
に
、
彼
が
指
導
し
て
進
め
た
ウ
ィ
ー
ン
市
政
の
新
た
な
諸
成
果
は
、
こ
れ
を
大

き
く
二
種
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
大
ウ
ィ
ー
ン
市
民
の
共
通

の
生
活
基
盤
整
備
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

ル
エ

l
ガ

l
市
政
に
あ
っ
て
は
同
時
に

市
の
経
済
運
営
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
分
野
で
あ
る
。

F
・
チ
ャ
イ
ケ
教
授

(
3
)
 

に
倣
っ
て
、
こ
れ
を
「
経
済
政
策
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
今
一
つ
の
分
野
は
、
主
と

し
て
小
市
民
や
貧
困
層
を
対
象
と
す
る

「
社
会
・
福
祉
政
策
」
と
呼
ぶ
べ
き
諸
政
策

北法43(6・132)1406



節
に
お
い
て
「
社
会
・
福
祉
政
策
」
を
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。

「
経
済
政
策
L

に
分
類
す
べ
き
第
一
の
も
の
は
、
市
営
ガ
ス
事
業
の
開
設
で
あ
る
。
当
時
の
ガ
ス
需
要
は
、
家
庭
で
の
利
用
が
始
ま
っ
た

ば
か
り
で
、
主
体
は
専
ら
街
路
照
明
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ー
ン
市
の
中
心
部
の
照
明
は
一
八
三
五
年
以
来
民
間
企
業
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
自

由
主
義
市
政
も
勿
論
そ
れ
を
受
け
て
、
七
七
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
「
国
際
・
大
陵
ガ
ス
会
社
」

(
I
C
G
A
)
と
二
二
年
間
の
供
給
契

約
を
結
ん
で
い
た
。
そ
し
て
こ
の
間
、
質
、
価
格
の
点
か
ら
こ
れ
を
批
判
し
て
、
八
四
年
以
来
市
営
化
を
主
張
す
る
ル
エ

l
ガ
l
派
に
対
し
、

八
九
年
に
、
自
由
主
義
派
の
市
議
会
は
、
予
定
通
り
九
九
年
一

O
月
二
二
日
ま
で
は
契
約
を
継
続
す
る
決
議
を
行
い
、
そ
の
際
契
約
延
長
の

可
否
を
九
六
年
一

O
月
末
日
ま
で
に
決
め
る
こ
と
も
定
め
て
い
る
。

ル
エ

1
ガ
1
派
が
多
数
を
制
し
た
九
六
年
七
月
段
階
で
は
、

(
4
)
 

三
年
後
の
契
約
期
限
切
れ
を
控
え
て
、
市
は
早
急
な
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

同
月
、
早
速
市
議
会
は
ル
エ

l
ガ
l
の
年
来
の
主
張
通
り
、
ガ
ス
事
業
の
市
営
化
を
決
定
し
た
上
で
、
既
存
設
備
の
買
収
と
新
工
場
建
設
、

そ
の
後
、
買
収
交
渉
が
決
裂
す
る
と
、
延
長
契
約
期
限
の
お
し
つ
ま
っ

両
様
の
可
能
性
を
検
討
す
る
特
別
委
員
会
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
、

た
一

O
月
に
入
っ
て
、

ヒトラーのウィーン (2) 

ル
エ

l
ガ
ー
は
、
市
独
自
の
ガ
ス
工
場
新
設
案
を
市
議
会
に
上
提
し
、
激
し
い
反
対
を
お
し
き
っ
て
、
延
長
決
定
期

(
5
)
 

限
切
れ
直
前
の
二
七
日
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

「
プ
ラ
ハ
で
既
に
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、

ど
う
し
て
ウ
ィ
ー
ン
で
で
き
な
い
の
か
。
」
と
い
う
彼
の
主
張
に
対
す
る
反
対
論
は
、
専
ら
技
術

(
6
)
 

的
に
可
能
か
否
か
、
と
い
う
問
題
と
財
政
問
題
と
に
絞
ら
れ
た
。
技
術
的
に
は
、
ガ
ス
工
場
建
設
特
別
委
員
会
の
任
命
し
た

F

・
カ
パ
ウ
ン

博
士
ら
の
尽
力
で
、
最
新
の
傑
れ
た
設
備
と
新
た
な
配
管
網
と
が
計
画
さ
れ
て
実
現
可
能
と
な
っ
た
の
に
比
べ
、
難
問
は
財
源
で
あ
っ
た
。

(
7
)
 

自
由
主
義
市
政
時
代
以
来
、
既
に
六
五

O
O万
ク
ロ
ー
ネ
の
負
債
を
負
っ
て
い
る
ウ
ィ
ー
ン
市
に
対
し
、
そ
の
上
、
ガ
ス
施
設
建
設
予
定
費

用
六

0
0
0
万
ク
ロ
ー
ネ
の
借
款
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
は
国
内
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
高
唱
す
る
ル
エ

l
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説

ガ
!
に
、

(
8
)
 

ユ
ダ
ヤ
系
を
主
流
と
す
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
内
の
金
融
界
が
冷
淡
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
加
わ
っ
た
。

更
に
国
外
で
も
借
款
の
引
き
受
け
手
が
仲
々
み
つ
か
ら
ず
、
反
対
派
の
新
聞
が
ウ
ィ
ー
ン
市
の
破
産
を
書
き
た
て
て
ル
エ

l
ガ
!
の
心
労

論

が
募
る
中
、
漸
く
九
八
年
一
月
、

ベ
ル
リ
ン
の
「
ド
イ
ツ
銀
行
」
が
、
四
・
二
五
%
の
利
率
で
引
き
受
け
て
く
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
こ

れ
は
、
将
来
、
ウ
ィ
ー
ン
市
の
市
内
交
通
を
電
化
す
る
際
、
ジ

l
メ
ン
ス
・
ハ
ル
ス
ケ
杜
に
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
を
条
件
に
、
ウ
エ
ル
ナ

1
・

(
9
)
 

ジ
l
メ
ン
ス
が
同
系
列
の
「
ド
イ
ツ
銀
行
」
に
仲
介
し
た
お
蔭
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
第
四
区
(
シ
ン
マ
リ
ン
グ
)
の
東
部
鉄
道
と
ド
ナ
ウ
運
河
の
交
錯
す
る
地
帯
に
四
基
の
ガ
ス
・
タ
ン
ク
と
最
新
設
備
を
擁
し
、

年
間
八
六

O
O
万
3m
の
ガ
ス
を
供
給
す
る
工
場
が
建
て
ら
れ
る
運
ぴ
と
な
っ
た
。
又
、
旧
市
内
で
は
新
た
に
ガ
ス
の
配
管
工
事
が
進
め
ら

(
叩
)

れ
た
。
そ
う
し
て
、
予
定
通
り
、
九
九
年
一

O
月
三
一
日
か
ら
、
市
営
工
場
に
よ
る
ガ
ス
供
給
が
開
始
さ
れ
、
リ
ン
グ
大
通
り
の
照
明
は
見

(
日
)

違
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ガ
ス
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
社
会
民
主
党
の
「
労
働
者
新
開
」
が
当
時
指
摘
し
た
よ
う
に
、

I
C
G
A
の
旧
設
備
を
買
収
し
た
方
が
安
上

が
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
く
「
労
働
者
新
聞
」
が
看
破
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
ウ
ィ
ー
ン
市
長
と
し
て
の
最
初
の
大
事
業
と
し
て
、

又
、
公
益
に
関
わ
る
も
の
は
公
的
機
関
が
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
、
彼
の
考
え
る
都
市
経
営
の
重
要
な
一
環
と
し
て
、

さ
ら
に
は
ユ
ダ
ヤ
資
本

と
の
闘
い
と
し
て
、
政
治
的
、
象
徴
的
に
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
以
上
、
た
と
い
高
額
で
あ
っ
て
も
、
最
新
技
術
を
誇
る
市

(ロ)

独
自
の
ガ
ス
工
場
新
設
に
ル
エ

l
ガ
l
が
強
く
固
執
し
た
の
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

続
い
て
ル
エ

l
ガ
l
が
取
り
か
か
っ
た
の
は
、
交
通
網
の
市
営
化
と
整
備
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ー
ン
の
市
内
交
通
は
、
そ
れ
ま
で
、
旧
市
内

に
つ
い
て
は
六
八
年
以
来
「
ウ
ィ
ー
ン
路
面
交
通
会
社
」

(
W
T
G
)
が
、
又
、
新
た
に
編
入
さ
れ
た
郊
外
地
区
で
は
七
三
年
以
来
「
新
ウ
ィ

1

ン
路
面
交
通
会
社
」

(
N
W
T
G
)
が、

そ
れ
ぞ
れ
、
市
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
独
占
的
に
取
り
し
き
っ
て
き
た
。
両
会
社
の
路
線
は
、

北法43(6・134)1408



ヒトラーのウィーン (2) 

八
九
七
年
に
は
、
延
べ
一
一
一
一
キ
ロ
に
も
達
し
て
い
た
と
は
言
え
、

そ
の
う

ち
の
一
一

0
キ
ロ
は
馬
車
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
非
能
率
で
連
絡
も
悪
い

(
日
)

上
、
料
金
も
高
く
、
市
民
に
不
評
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
苛
酷
な
労
働
条
件

と
低
賃
金
の
せ
い
で
、
被
一
雇
用
者
の
側
か
ら
の
不
満
も
強
く
、
九
七
年
の
聖

霊
降
臨
祭
に
は

W
T
G
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
系
労
働
者
が
ス
ト
を
打
つ
に

'

T

(

M

)

 

町
至
っ
て
い
る
。

均
そ
う
し
た
中
で
、
市
が
動
き
出
し
、
市
に
よ
る

W
T
G
杜
買
収
の
噂
が
広

願
ま
っ
て

W
T
G
社
の
株
価
が
上
昇
す
る
と
、
ル
エ

i
ガ

l
は
市
議
会
の
場
で
、

却
一
度
は
、
公
式
に
買
収
の
意
図
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
株

左
価
が
暴
落
す
る
の
を
待
っ
て
、
今
度
は
そ
れ
を
ジ

i
メ
ン
ス
・
ハ
ル
ス
ケ
社

珠
に
買
い
占
め
さ
せ
た
の
で
あ
品
。
そ
し
て
、
八
月
に
入
る
と
、
同
社
が
ウ

ね

ィ

l
ン
市
に
対
し
て
、
合
弁
会
社
を
新
設
の
上
、
電
化
と
路
線
拡
張
を
行
な

制
う
こ
と
を
提
案
し
、
若
干
の
試
験
期
間
を
置
い
て
、
九
八
年
一
一
月
に
両
者

手
は
合
意
に
達
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
結
局
、
九
八
年
二
一
月

W
T
G
社
が
清

算
し
、
九
九
年
九
月
に
は
合
弁
会
社
「
市
路
面
電
車
建
設
運
営
会
社
」
に
全

北法43(6・135)1409

て
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

一
九

O
二
年
四
月
に
入
る
と
、

同
社
の
所
有
が
市
に
帰
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
同
時
に
郊
外
地
区
の

N

W

T
G
社
の
買
収
も
行
わ
れ
た
上
で
、
三
年
七
月
に
は
到
頭
経
営
も
全
て
市
が



説

(
叩
山
)

負
担
す
る
こ
と
に
決
ま
り
、
こ
こ
に
ウ
ィ
ー
ン
市
内
路
面
交
通
の
市
営
化
が
完
成
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。

論

電
化
作
業
は
九
八
年
一
月
の
ヴ
ァ
ル
ガ
ッ
セ
H

フ
ォ
ア
ガ
ル
テ
ン
線
を
て
は
じ
め
に
、
順
調
に
進
め
ら
れ
、
旧
市
内
に
関
し
て
は
、

(
げ
)

O
二
年
初
頭
ま
で
に
、
全
線
で
完
了
し
た
。
次
い
で
路
線
の
拡
張
が
相
次
い
で
は
か
ら
れ
、
当
初
四

O
路
線
だ
っ
た
も
の
が
、

一O
年
後
に

は
六
回
路
線
、
延
べ
一
一
一
四
キ
ロ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
郊
外
と
の
連
絡
路
線
も
九
か
ら
一
六
と
略
々
倍
増
し
、
郊
外
地
区
の
交
通
の

(
児
)

便
が
格
段
に
改
善
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
料
金
体
系
の
合
理
化
や
時
刻
表
の
整
備
も
進
み
、
ウ
ィ
ー
ン
市
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
整
備
さ

(四〉

れ
た
市
電
網
」
を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

市
電
の
整
備
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、
平
行
し
て
進
め
ら
れ
た
発
電
所
建
設
で
あ
る
。
当
時
、

ウ
ィ
ー
ン
の
電
力
供
給
は
三
つ
の

民
間
会
社
が
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
市
内
交
通
電
化
で
新
た
に
必
要
と
な
る
電
力
に
関
し
て
は
、
新
設
の
市
営
発
電
所
の
独
占
的
供

給
が
市
議
会
で
決
定
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
上
、
照
明
等
、
市
電
以
外
の
一
般
用
途
向
け
の
電
力
に
つ
い
て
も
、
公
的
機
関
と
し
て
の
市
が

扱
う
べ
き
こ
と
が
市
議
会
で
論
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
も
決
定
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、

三
電
力
会
社
の
買
収
が
不
調
に
終
っ
た
一
九

O
O年
六
月
、

市
営
ガ
ス
工
場
の
隣
接
地
に
、

ま
ず
、
市
電
用
の
発
電
所
建
設
が
着
手
さ
れ
、
次
い
で
同
年
二
一
月
一
般
利
用
向
け
発
電
所
の
工
事
が
、

ず
れ
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ジ

l
メ
ン
ス
・
シ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
社
の
手
で
、
始
め
ら
れ
て
い
る
。
市
電
用
発
電
所
は
、
出
力
二
一

O
O
O
K
W
規

模
の
も
の
が
、

一
九

O
一
年
一
月
に
落
成
し
、
市
路
面
電
車
会
社
と
ご
般
オ
ー
ス
ト
リ
ア
電
力
会
社
L

と
の
契
約
期
限
の
切
れ
た
同
年
四

(
初
)

月
か
ら
稼
動
し
た
し
、
当
面
五

O
O
O
K
W
の
出
力
を
持
つ
一
般
消
費
向
け
発
電
所
も
、
同
年
八
月
に
は
完
成
し
た
。

既
存
の
三
電
力
会
社
に
と
っ
て
、
市
営
発
電
所
の
出
現
は
脅
威
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
、
最
大
の
大
口
顧
客
で
あ
る
帝
国
政
府
諸
機
関

(
幻
)

へ
の
電
力
供
給
を
、
市
営
の
一
般
消
費
向
け
発
電
所
が
独
占
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
民
間
三
企
業
の
劣
位
は
弊
い
難
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
追

い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
市
側
は
営
業
許
可
更
新
の
際
の
市
の
先
買
権
を
認
め
さ
せ
て
、
こ
れ
を
続
々
に
実
行
に
移
し
て
い
っ
た
。
そ
の

(

刊

以

)

ウ
ィ
ー
ン
市
に
よ
る
電
力
事
業
独
占
が
完
成
を
見
て
い
る
。

結
果
一
九
一
固
ま
で
に
は
三
社
と
も
買
収
さ
れ
、

九

北法43(6・136)1410
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都
市
の
生
活
基
盤
を
整
備
し
、
且
つ
市
の
財
政
運
営
の
転
換
を
は
か
る
ル
エ

l
ガ

l
の
「
経
済
政
策
」
の
中
で
最
大
規
模
を
誇
る
も
の
は
、

巨
大
な
上
水
道
建
設
工
事
で
あ
っ
た
。
前
世
紀
末
の
ウ
ィ
ー
ン
の
飲
料
水
の
事
情
は
と
言
え
ば
、
九
一
年
の
大
ウ
ィ
ー
ン
の
出
現
と
そ
の
後

の
人
口
増
加
に
よ
っ
て
極
度
に
逼
迫
し
て
お
り
、
既
に
使
用
を
停
止
し
て
い
た
ド
ナ
ウ
河
沿
い
の
フ
エ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
皇
帝
上
水
道
を
、
水

(
幻
)

質
上
問
題
が
残
る
に
も
拘
ら
ず
、
再
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。

そ
の
為
、

ウ
ィ
ー
ン
市
議
会
は
、
自
由
主
義
市
政
時
代
の
九
三
年
か
ら
既
に
検
討
委
員
会
を
設
け
て
調
査
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
九
九
年
ま
で
に
、

そ
れ
ま
で
あ
げ
ら
れ
て
い
た
複
数
の
候
補
地
の
う
ち
で
、
シ
ュ
タ
イ
ア

1
マ
ル
ク
州
の
ザ
ル
ツ
ア
ツ
ハ
川
の
水
源

地
が
、
水
質
も
よ
く
、

E
つ
水
利
権
が
い
り
く
ん
で
お
ら
ず
買
収
が
簡
単
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
ル
エ

l
ガ

l
は
、
九

九
年
五
月
、
旅
行
を
口
実
に
、
潜
か
に
所
有
者
の
ア
ト
モ
ン
ト
修
道
院
を
訪
れ
、
全
く
の
独
断
で
契
約
を
締
結
し
て
、
市
議
会
に
そ
の
事
後

承
認
を
求
め
た
。
こ
の
独
断
専
行
に
は
流
石
の
ル
エ

l
ガ

1
派
の
市
議
会
議
員
た
ち
も
驚
き
、
不
満
を
も
ら
し
た
が
、

(μ) 

介
さ
な
か
っ
た
と
言
う
。
ウ
ィ
ー
ン
市
議
会
は
、
結
局
、

(
お
)

予
定
で
決
定
し
て
い
る
。

ル
エ

l
ガ

i
は
音
山
に

一
九

O
O
年
三
月
二
七
日
、
第
二
上
水
道
の
建
設
工
事
を
、

一
九
一
一
年
完
成
の

ヒトラーのウィーン (2) 

一
九

O
O
年
八
月
か
ら
、
当
時
可
能
で
あ
っ
た
殆
ん
ど
凡
ゆ
る
技
術
を
駆
使
し

イ
フ
ォ
ン
一
九
箇
所
等
)
延
々
二

0
0
キ
ロ
に
わ
た
る
一

O
年
掛
り
の
上
水
道
建
設
が
工
事
に
入
っ
た
。
水
量
は
一
日
二

O
万
キ
ロ
立
法
メ

l

(
隆
道
七
七
キ
ロ
、

ア
ク
ア
・
ダ
ク
ト
一

O
O
箇
所
、

ト
ル
。
平
行
し
て
、
水
を
各
家
庭
に
供
給
す
る
た
め
の
配
水
設
備
も
、
主
と
し
て
郊
外
地
区
を
対
象
に
整
備
さ
れ
、
配
水
管
は
一
八
九
九
年

(
お
)

に
は
全
長
七

0
0
キ
ロ
に
及
ん
だ
し
、
貯
水
池
や
給
水
塔
も
新
設
さ
れ
た
。

工
事
の
完
成
は
一
九
一

O
年
二
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
同
年
三
月
に
死
去
し
た
ル
エ

l
ガ

l
は
、
結
局
、
生
前
楽
し
み
に
し
て
い
た
竣

工
式
に
は
出
席
で
き
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
今
日
、

ウ
ィ
ー
ン
市
民
が
上
質
の
飲
料
水
を
夏
で
も
充
分
に
享
受
で
き
る
の
は
、
こ
の
第
二 サ

北法43(6・137)1411 



説

(
幻
)

上
水
道
に
依
る
所
が
大
き
く
、
後
世
、
こ
れ
を
ル
エ

l
ガ

i
市
政
最
大
の
功
績
を
評
す
る
声
も
多
い
の
で
あ
る
。

序
で
に
下
水
道
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
け
ば
、

一
八
三

0
年
代
か
ら
開
始
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
市
の
排
水
路
整
備
は
、
こ
の
時
期
、
旧
市

E命

内
に
関
し
て
は
最
終
局
面
に
入
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
新
市
域
で
あ
る
郊
外
地
区
で
は
未
だ
一
七

0
キ
ロ
程
し
か
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、

極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

ル
エ

l
ガ

l
の
時
代
に
一
二
年
計
画
で
、

ウ
ィ
ー
ン
河
に
沿
っ
た
主
下
水
道
を
上
流
に
延
長
し
、

ィ
1
ン
河
に
そ
そ
ぐ
沢
山
の
支
流
に
包
い
を
し
て
つ
な
ぐ
広
範
な
下
水
道
網
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
又
、

っ
た
、

ド
ナ
ウ
運
河
沿
い
の
主
下
水
道
も
、

八
一
年
か
ら
の
計
画
で
あ

(
お
)

一
九

O
二
年
に
は
完
成
し
、
運
河
の
汚
染
が
回
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
「
経
済
政
策
」
の
中
に
含
め
て
考
え
ら
れ
る
事
業
と
し
て
は
、

レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
、
ピ

l
ル
醸
造
所
、
屠
殺
場
、
食
料
品
市
場

等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

O
五
年
六
月
、
市
議
会
は
ラ
ン
ナ
ー
ス
ド
ル
フ
に
あ
る
倒
産
し
た
ピ

l
ル
工
場
の
買
収
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
市
庁
舎
の
地
下
に
開

(
勾
)

設
さ
れ
た
市
営
レ
ス
ト
ラ
ン
へ
の
ピ

I
ル
供
給
に
配
慮
し
た
措
置
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
が
繁
盛
し
て
、
そ
こ
で
供
さ
れ
る

下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
州
ワ
イ
ン
の
評
判
が
高
ま
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
ピ

l
ル
の
売
れ
行
き
は
一
向
に
伸
び
ず
、
醸
造
所
は
赤
字
続
き
で
あ

(
初
)

っ
た
。一

方
、
市
民
へ
の
食
料
供
給
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
も
市
政
の
重
要
課
題
と
考
え
て
い
た
ル
エ

l
ガ

l
は、

ま
ず
、

O
四
年
に
食
肉
の
価
格

が
高
騰
す
る
と
、

そ
の
価
格
安
定
を
目
標
に

O
五
年
一
月
、
市
営
の
大
屠
殺
場
建
設
と
食
肉
購
入
局
の
新
設
を
市
議
会
に
提
案
し
、
承
認
さ

せ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
、

E
区
(
ラ
ン
ト
・
シ
ュ
ト
ラ

l
セ
)
に
あ
る
ザ
ン
ク
ト
・
マ
ル
ク
ス
屠
殺
場
を
拡
張
す
る
と
と

(
出
)

も
に
、
各
区
に
食
肉
小
売
ス
タ
ン
ド
を
設
け
る
。
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
は
ル
エ

1
ガ

l
の
支
持

層
で
あ
っ
た
市
内
の
食
肉
業
者
の
利
害
と
抵
触
し
、
強
い
反
対
に
遭
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
ル
エ

1
ガ

l
は
、
「
狙
い
は
ユ
ダ
ヤ
人
の ウ

北法43(6・138)1412 



(
認
)

富
豪
で
あ
る
特
権
的
家
畜
販
売
業
者
に
対
抗
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」
と
強
弁
す
る
一
方
、
小
売
ス
タ
ン
ド
の
数
は
減
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
魚
市
場
、
野
菜
市
場
、
果
物
市
場
の
整
備
も
進
み
、

O
六
年
五
月
に
は
総
工
費
九
二
万
ク
ロ
ー
ネ
で
中
央
卸
売
市
場
が
田
区
に

(
お
)

新
設
さ
れ
た
。
庶
民
の
食
料
調
達
の
場
と
し
て
人
気
の
高
い
ナ
ッ
シ
ュ
マ
ル
ク
ト
も
こ
の
時
期
に
拡
大
整
備
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
こ
の
分
野
で
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
業
は
、
貯
蓄
銀
行
の
創
設
で
あ
ろ
う
。

O
五
年
四
月
、

I
区
で
聞
か
れ
た
選
挙
人
集
会

ル
エ

l
ガ
l
は
市
営
貯
蓄
銀
行
の
新
設
を
提
唱
し
、
そ
の
際
「
こ
の
銀
行
の
設
立
に
よ
っ
て
、
現
在
ウ
ィ
ー
ン
で
行
わ
れ
て
い
る

(
災
)

こ
と
の
全
て
が
完
成
す
る
筈
だ
。
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

の
席
上
、

ル
エ

1
ガ
l
の
演
説
を
受
け
て
、

O
六
年
一

O
月
、
市
参
事
会
が
、
市
の
部
局
案
に
基
づ
く
原
案
を
市
議
会
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
際
、

副
市
長
ボ
ル
ツ
ア
ー
の
趣
旨
説
明
に
対
し
、

キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
の
市
会
議
員
グ
リ
ュ

l
ン
パ
ッ
ク
が
「
我
々
は
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

何
故
な
ら
、
こ
の
貯
蓄
銀
行
を
通
し
て
、
市
民
が
節
約
と
資
金
の
有
効
利
用
の
機
会
を
手
に
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
小
営
業
層
に
対
し
て
低

(
お
)

利
の
融
資
が
可
能
に
な
る
か
ら
だ
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
業
の
狙
い
を
適
格
に
把
握
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
「
ウ
ィ
ー
ン
市
中
央
貯
蓄
金
庫
」
は
一
九

O
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
当
初
二

O
万
ク
ロ
ー
ネ
の
原
資
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
る
こ

ヒトラーのウィーン (2) 

と
に
な
っ
た
。
開
庫
の
祝
宴
の
席
で
は
上
機
嫌
の
ル
エ

l
ガ
l
は
、
「
貯
蓄
金
庫
は
ウ
ィ
ー
ン
市
の
最
も
重
要
な
施
設
で
あ
る
。
そ
こ
で
最

(お

)

I

初
の
支
店
は
我
が
友
シ
ュ

l
マ
イ
ア

l
の
為
に
第
町
区
(
オ
ッ
タ
ク
リ
ン
グ
)
に
聞
く
こ
と
に
し
た
い
。
」
と
述
べ
、
加
え
て
「
ガ
ス
工
場

建
設
以
来
進
め
ら
れ
て
き
た
ウ
ィ
ー
ン
市
の
独
立
は
、
今
こ
そ
金
融
の
分
野
に
も
及
び
、
そ
し
て
こ
こ
で
完
成
す
る
。
」
と
意
気
軒
昂
で
あ

(
幻
)

っ
た
。
「
独
立
」
と
は
内
外
の
大
金
融
資
本
、
即
ち
ユ
ダ
ヤ
資
本
か
ら
の
独
立
の
意
で
あ
り
、
従
っ
て
冒
頭
で
引
用
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
評
価
は
、

ル
エ

l
ガ
l
の
意
図
は
汲
み
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
各
区
に
次
々
と
、
区
代
表
の
監
督
下
に
お
か
れ
る
支
店
を
開
設
し
て
、

小
市
民
の
箪
笥
預
金
を
吸
収
す
る
一
方
、
金
庫
内
に
設
け
ら
れ
た
営
業
者
信
用
協
会
を
通
じ
て
「
創
造
的
企
業
」

(
∞
円
}
回
出
品
1

町
内
田
内
同
市
の
ヨ
司
巾
『

σ巾
)
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説

(
お
)

つ
ま
り
小
営
業
層
に
低
利
な
貸
付
を
行
っ
た
。
と
は
言
え
「
中
央
貯
蓄
金
庫
」

ユ
ダ
ヤ
系
金
融
資

の
活
動
は
、
小
口
の
高
利
貸
を
除
け
ば
、

本
の
勢
力
を
弱
体
化
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
評
価
は
極
め
て
不
正
確
で
あ
る
。

論

以
上
、
ゃ
、
詳
細
に
「
経
済
政
策
」
分
野
で
の
ル
エ

l
ガ
i
市
政
の
業
績
を
追
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
我
々
は
こ
れ
を
、
歴
史
的
に
、

ど
の
よ
う
に
分
析
し
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
引
用
し
た
「
公
の
利
益
に
関
わ
る
事
柄
は
、
公
の
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
。
」
と
い
う
、
ル
エ

l
ガ
l
自
身
の
ウ
ィ
ー
ン

市
長
就
任
演
説
の
一
節
と
、
こ
う
し
た
巨
大
な
成
果
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
時
、
こ
れ
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、

一
九
世
紀
後
半
か
ら

O
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
殆
ん
ど
の
工
業
世
界
を
席
捲
し
た
、
所
謂
「
都
市
社
会
主
義
」
の
一
つ
、
そ
れ
も
最
も
大
規
模
な
事
例
と
み
な
す

(
ぬ
)

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
勿
論
、
元
来
が
自
由
主
義
派
の
一
員
と
し
て
政
治
活
動
を
始
め
た
ル
エ

1
ガ
ー
で
あ
る
か
ら
し
て
、
出
発
点
か
ら
「
都

市
社
会
主
義
」
を
構
想
し
て
い
た
筈
は
な
い
。
そ
れ
が
、
自
由
主
義
市
政
の
腐
敗
批
判
を
重
ね
る
過
程
で
、

(ω) 

は
っ
き
り
と
ガ
ス
自
治
体
経
営
論
に
傾
い
た
。
そ
し
て
、

と
り
わ
け

I
・
マ
ン
ド
ル
の
影

響
の
下
で
一
九
八
二
年
以
後
は
、

マ
ン
ド
ル
が
、
専
ら
、
汚
職
等
腐
敗
の
根
源
に

な
る
私
企
業
と
市
職
員
の
癒
着
防
止
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
主
張
し
て
い
た
の
に
比
し
、
ル
エ

l
ガ
l
に
あ
っ
て
は
、
ガ
ス
供
給
が
市
営
事

(
引
)

業
と
し
て
、
市
の
独
自
財
源
に
な
り
う
る
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ル
エ
|
ガ

l
独
自
の
自
治
体
経
営
的
視
点
は
、

一
八
八
二
年

の
「
リ
ン
ツ
綱
領
」
に
お
い
て
、
北
部
鉄
道
の
固
有
化
論
を
収
益
へ
の
考
慮
に
基
づ
い
て
主
張
し
て
い
た
シ
ェ

l
ネ
ラ

l
派
の
影
響
に
よ
る

(
必
)

も
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
ウ
ィ
ー
ン
市
の
財
政
構
造
は
、
ル
エ

l
ガ
1
の
「
都
市
社
会
主
義
」
の
下
で
、
自
由
主
義
市
政
時
代
と
性
格

(
刊
日
)

を
変
え
、
例
え
ば
、
こ
れ
又
一
九

O
八
年
の
例
で
見
る
と
、
歳
入
の
一
ム
ハ
%
を
市
営
業
の
収
益
が
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
問
題
は
残
っ
た
。
こ
う
し
た
「
都
市
社
会
主
義
L

の
原
資
が
全
て
借
入
金
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
、

ガ
ス
工

場
建
設
を
目
的
と
す
る
六

0
0
0万
ク
ロ
ー
ネ
を
皮
切
り
に
、

一
九

O
O
年
に
は
発
電
所
建
設
用
に
三

0
0
0万
ク
ロ
ー
ネ
、

O
二
年
に
は

北法43(6・140)1414 



市
内
交
通
電
化
と
第
二
上
水
道
建
設
の
為
に
二
億
八

O
O
O万
、
更
に
は

O
八
年
に
投
資
用
と
し
て
三
億
六

O
O
O
万
ク
ロ
ー
ネ
と
、
次
々

と
膨
大
な
借
款
が
雪
だ
る
ま
の
よ
う
に
増
え
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
先
の

O
八
年
の
財
政
で
見
る
と
、
利
子
負
担
(
元
本
返
済
は
含
ま
ず
)

(
H
H
)
 

だ
け
で
六
一
二
万
ク
ロ
ー
ネ
、
実
に
歳
出
の
二
八
%
を
占
め
る
と
こ
ろ
ま
で
財
政
赤
字
が
昂
進
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

抑
々

「
都
市
社
会
主
義
」
に
お
い
て
は
、
資
金
の
稔
出
は
ど
こ
の
園
、
ど
こ
の
都
市
で
も
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
都
市
社

会
主
義
」
の
最
初
の
典
型
例
と
さ
れ
る
、

イ
ギ
リ
ス
の
パ

l
ミ
ン
ガ
ム
市
の
場
合
、
改
革
以
前
の
市
政
は

R
・
コ
ブ
デ
ン
が
瑚
笑
的
に
呼
ん

だ
よ
う
な

E
0
3
0
2
R可
(
小
商
庖
主
層
の
支
配
)
下
に
あ
り
、
改
革
の
構
想
力
は
無
論
の
こ
と
、
巨
額
な
資
金
を
動
か
す
決
断
力
も
欠
い

て
い
た
。
漸
く
J

・
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
に
代
表
さ
れ
る
、
改
革
派
に
し
て
か
つ
国
際
貿
易
の
経
験
に
基
づ
く
広
い
視
野
と
決
断
力
を
持
っ
た
人
々

(
必
)

が
市
政
を
掌
握
し
て
、
初
め
て
「
都
市
社
会
主
義
」
が
可
能
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

翻
っ
て
世
紀
転
換
期
の
ウ
ィ
ー
ン
市
政
を
見
る
と
、
市
議
会
多
数
派
を
形
成
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
の
メ
ン
バ
ー
は
、

一
部
に
大

商
人
や
高
級
官
吏
を
含
む
と
は
言
え
、
大
多
数
は
小
営
業
層
で
あ
っ
て
、
市
議
会
に
つ
い
て
見
る
限
り
、

(
M
W
)
 

と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。
従
っ
て
、

ま
さ
に

ω
F
0
2】
。
円
「
出
向
可
そ
の
も
の

ツ
ケ
を
後
世
に
ま
わ
し
て
目
前
の
改
善
を
優
先
す
る
古
今
東
西
不
変
の
傾
向
は
こ
こ
で
も
見
ら
れ
る
に
し

て
も
、

そ
れ
を
越
え
て
、
巨
額
の
資
金
を
、

し
か
も
借
款
の
形
で
背
負
い
こ
む
決
断
を
、
市
会
議
員
だ
け
の
判
断
で
下
し
得
た
と
は
思
わ
れ

ヒトラーのウィーン (2) 

t
、‘。

φ
h
o
u
 
ω宮
司
℃
。
円
『
白
円
可
の
ウ
ィ
ー
ン
市
議
会
を
し
て
、
か
く
も
大
胆
な
決
定
を
な
さ
し
め
た
所
以
の
も
の
は
、
何
よ
り
も
ル
エ

l
ガ
l
自
身
の
イ

(
灯
)

ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ウ
ィ
ー
ン
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
首
都
と
し
て
、
他
の
帝
国
内
の
諸
都
市
、
就
中
ブ
ダ
ペ
ス
ト
と
プ

ラ
ハ
の
追
随
を
許
さ
ぬ
都
市
機
能
を
持
つ
こ
と
に
異
常
な
執
念
を
燃
や
し
て
お
り
、

(
日
明
)

出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
首
都
の
市
長
と
し
て
の
己
の
最
大
の
責
務
を
見

し
か
し
、
勿
論
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ル
エ

l
ガ
i
は
王
位
継
承
者
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
エ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
に
近
い
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
自
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説

己
の
宰
相
就
任
の
可
能
性
も
含
め
た
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
全
体
の
新
構
想
を
胸
に
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
中
に
位

ウ
ィ
ー
ン
も
又
、

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
即
ち
ウ
ィ
ー
ン
四

O
O
万
都
市
構
想
で
あ
る
。
繁
栄
す
る
人
口
五

0
0
0
万
の
大
帝
国
の
首
都
と
し
て
、

論

今
か
ら
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
更
に
は
、
当
面
の
巨
額
の
借
款
も
、

そ
の
為
に
は
、
大
規
模
な
都
市
基
盤
の
整
備
が

(ω) 

い
ず
れ
は
返
済
が
可
能
に
な
る
筈
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

ィ
l
ン
は
五

O
年
後
に
は
四

O
O万
の
人
口
を
擁
す
る
巨
大
都
市
に
発
展
す
る
筈
で
あ
り
、

に
、
ル
エ

l
ガ
l
が
市
財
政
の
赤
字
に
殆
ん
ど
頓
着
し
な
か
っ
た
秘
密
が
あ
る
。

ウ
ィ
ー
ン
の
「
都
市
社
会
主
義
」
が
、

か
く
も
徹
底
し
得
た
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
、
次
の
様
な
事
情
が
関
与
し
て
い
た
。
抑
々
ハ
プ
ス

プ
ル
ク
帝
国
に
あ
っ
て
は
資
本
主
義
の
発
展
が
比
較
的
遅
く
、

そ
の
結
果
、
金
融
・
商
業
資
本
H

流
通
資
本
の
優
位
と
い
う
特
色
が
生
じ
た

だ
け
で
な
く
、
工
業
に
於
い
て
は
、
外
国
資
本
の
流
入
等
に
よ
る
大
規
模
工
業
化
が
一
部
で
見
ら
れ
る
半
面
、
広
汎
に
小
営
業
層
が
存
続
す

(
印
)

る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
で
も
ウ
ィ
ー
ン
は
、
食
品
工
業
な
ど
一
部
を
除
い
て
は
、
倍
修
品
産
業
も
含
め
て
、
中
小
営
業
層
と
そ
れ
に
連
な
る

(
日
)

小
商
庖
主
層
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
一
八
七
三
年
の
恐
慌
以
来
、
苦
境
の
中
か
ら
政
治
的
に
積
極
化
し
て
、
八
三
年
に
は
営
業
法
改
正
を
、

九
五
年
に
は
ル
エ

i
ガ
l
の
市
長
当
選
を
成
功
さ
せ
て
き
た
彼
ら
に
と
っ
て
、

ウ
ィ
ー
ン
の
寸
都
市
社
会
主
義
」
は
、
社
会
主
義
で
あ
っ
て

も
、
彼
ら
の
利
益
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
事
態
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
ま
ず
、

ガ
ス
工
場
に
し
ろ
、
発
電
所
に
し
ろ
、
市
営
化

は
既
存
の
大
工
場
の
利
益
を
侵
害
は
し
て
も
、
中
小
営
業
層
の
競
争
相
手
と
な
っ
て
彼
ら
を
脅
や
か
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
外
国
資
本

が
借
款
の
形
で
流
入
す
る
結
果
に
な
っ
た
と
は
言
え
、
と
も
角
そ
れ
も
、
当
面
の
敵
「
ユ
ダ
ヤ
資
本
」
に
対
抗
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ガ
ス
工
場
、
発
電
所
、

そ
の
他
の
市
の
施
設
、

そ
し
て
と
り
わ
け
上
水
道
建
設
は
、
彼
ら
に
新
た
に
受
注
の
機

会
を
与
え
、
生
計
の
道
を
保
証
す
る
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
中
小
営
業
層
に
と
っ
て
の
「
経
済
政
策
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
が
双

(

臼

)

ラ

イ

ヒ

ス

ポ

ス

ト

手
を
上
げ
て
支
持
し
た
の
は
む
し
ろ
当
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
一
九

O
五
年
五
月
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
系
の
新
聞
「
帝
国
報
知
」

紙
上
で
、

p
・
レ

l
ン
な
る
人
物
が
、
「
都
市
所
有
化
の
理
念
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
た
ル
エ

l
ガ
1
の
自
治
体
主
義

(
H
「
都
市
社
会
主
義
」 ウ
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と
読
ん
で
可
。
)
は
、

(
日
)

一
言
で
言
え
ば
、
中
間
身
分
政
策
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
蓋
し
正
鵠
を
射
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ル
エ

l
ガ

l

の
「
都
市
社
会
主
義
」
は
、
告
。
3
o
n
E
4
の
担
い
手
の
為
の
利
益
政
治
と
い
う
性
格
を
色
濃
く
持
っ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

特
定
の
社
会
層
な
り
集
団
な
り
を
受
益
者
と
す
る
ル
エ

I
ガ

1
市
政
の
特
質
は
、
や
は
り
彼
が
ウ
ィ
ー
ン
市
政
史
上
初
め
て
第
一
歩
を
踏

み
出
し
た
と
さ
れ
る
「
社
会
・
福
祉
政
策
」
に
お
い
て
一
層
顕
著
に
、
そ
し
て
独
特
の
色
彩
を
帯
び
て
現
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
の

分
野
に
光
を
当
て
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ヒトラーのウィーン(2) 

註

(
1
)
司

P
2
r
e
t弓
Z
P
の巾目

nFFn宮
内
門
戸
角
的
g
含

g
F巾
ロ
¥
玄
宮
内

F
S
¥
N門戸『
F
n
F
E∞「

ω'NωωNω
。

(2)
河
・
関
与
宮
穴
白
「
-
F
5岡
町
『
巴
ロ
仏
師
包
口
市

N
2円・巧

5
・
5ωω
・
ω・
ωゴ
ム
∞

ω
以
下
河

-
-
2
3巾
・
@
と
略
記
。

ル
エ

1
ガ

l
の
下
で
ウ
ィ
ー
ン
行
政
は
、
従
来
の
一
八
局
に
、
新
た
に
健
康
局
、
食
料
購
入
局
、
市
営
事
業
局
を
設
け
、
さ
ら
に
救
貧
課
を

局
に
格
上
げ
す
る
こ
と
で
、
二
二
局
体
制
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
河
ヨ
-
?
の
巾
R
F
E
M
Z
号
『
名
目
2
2
P
E守
q
d
E
F
E
Z
-
者

E
f
z
m斗・

ω

]FOHtHON-

(
3
)
F
・
チ
ャ
イ
ケ
は
財
政
政
策
、
経
済
政
策
、
社
会
政
策
に
三
分
し
て
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
文
に
あ
る
よ
う
に
経
済
政
策
の
中
に

財
政
も
含
め
、
又
、
福
祉
政
策
を
社
会
政
策
と
一
緒
に
考
察
し
て
い
る
。
ぇ
・
匂

P
2
F
t
z
z
z
-
n
F「
E
r
Z
O
N
E巾
-
z
E
g
N
E向日巾
Borz'

E
R
E
-ハ
O
B
B
E釦
f
o
-
-
t
r
(
E
2
1
H
8
3・
者

5
P
H句
。

N

尚
財
政
項
目
も
そ
れ
迄
の
一
一
一
一
か
ら
一
二
二
へ
と
細
分
さ
れ
、
透
明
度
を
増
し
た
。
財
政
規
模
は
一
八
九
二
年
の
三

O
七
五
万
グ
ル
デ
ン
か
ら

一
九
一
一
年
の
二
億
七
九
六
六
万
ク
ロ
ー
ネ
へ
と
大
巾
に
増
大
し
て
い
る
。

E円
?
ω
・
命
令
。
斗

(
4
)
』
の

E
S
R
-
b芯
当
局
口
角
∞
S
E
R
F
S
の

8
5『
Z
-
E
g
-
-円、
E
-
B
S戸
田
『
日
間
』
。
。

tEF喜
三
。
君
、
-
忠
良

S
S白
書
町
』
宮
町
』
hw
匂
何
者
芯
ロ

HUω
日・

ω・
ω
2・
一
八
九

O
年
以
来
I
C
G
A
と
の
問
で
工
場
買
収
の
交
渉
が
試
み
ら
れ
た
が
、
契
約
を
盾
に
と
る
I
C
G
A
の
強
硬
姿
勢
か
ら
、

市
は
買
収
に
失
敗
し
て
い
る
。

-N--23巾
-
E巾岡市「・岩田市ロ・
5
N。
-
m
e
p
以
下
河
・

-
2
3巾
θ
と
略
記
。

(
5
)
河
関
与
吉
@
∞

ω
∞叶
lω
記
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ヒトラーのウィーン(2) 

て
い
る
。

(
お
)
ウ
ィ
ー
ン
市
の
飲
料
水
は
古
く
は
泉
と
井
戸
で
間
に
合
わ
せ
て
い
た
。
一
八
四
一
年
、
初
の
水
道
と
し
て
フ
エ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
皇
帝
水
道
が

ド
ナ
ウ
河
上
流
の
河
沿
い
に
作
ら
れ
、
さ
ら
に
七
三
年
、
逢
か
シ
ユ
ネ

l
ベ
ル
ク
か
ら
泉
水
を
ひ
く
所
謂
第
一
上
水
道
が
作
ら
れ
て
い
た
。
ル
エ

l

ガ
1
の
作
っ
た
水
道
は
第
二
水
道
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
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・
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ω
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)
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ω
N
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(
お
)
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司
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E
-
m
-
N
印
ω

ふ

(
幻
)
閉
山
・
日
2
3
p
@
ω
・
品
。
。

(
お
)
』
・
ζ
E
F
2
0
月
〉
U
者
同
g
q
Z
M
m
笠
宮
口
問
看
R
E
M
-
-
口
一
』
S
E
P
苫
匂

sssh・
ω
-
N
印
∞
N
S
-
我
々
に
と
っ
て
は

C
・
リ

l
ド
の
映
画
「
第
三
の

男
」
で
な
じ
み
深
い
下
水
道
の
完
成
で
あ
る
。

(
却
)
司
印
仲
田
口
『
国
内
N

・0
司
2
f
ω
∞
。

(
初
)
河
・
宍
若
宮
@
∞
土
品

(況

)
F
E
-
∞-
A
H
H
ω

(泣

)
O
五
年
一
月
、

V
区
で
聞
か
れ
た
選
挙
人
集
会
で
の
発
一
言
。
司
ω
S
E
E
R
唱
。
百
円
四
?
ω
・
∞
ω

(犯
)F・

4
0
B
D
E
e
p
-ハ
国
ユ
E
a
R
を
お
P
5
0
品
印

'
Z
他
に
、
穀
物
倉
庫
、
冷
凍
倉
庫
な
ど
も
建
て
ら
れ
た
。

全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
間
食
料
品
の
値
上
が
り
は
一
貫
し
て
続
き
、
ル
エ

l
ガ
l
の
ウ
ィ
ー
ン
市
だ
け
の
措
置
で
は
効
果
が
薄
か
っ
た
。

物
価
上
昇
に
対
す
る
自
衛
措
置
と
し
て
作
ら
れ
た
生
活
協
同
組
合
も
、
ル
エ

l
ガ
!
支
持
派
の
小
商
庖
層
の
反
擦
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
間
七
倍

に
増
加
し
て
い
る
。
河
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・
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『
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『
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古
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(
お
)
河
宍
喜
志
@
ω
・
品
。
。

(
お
)
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ

l
マ
イ
ア

l
は
J
・
ロ
イ
マ
ン
と
共
に
社
会
民
主
党
出
身
で
最
初
に
ウ
ィ
ー
ン
市
議
会
に
選
出
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ

の
ル
エ

l
ガ
!
の
発
言
は
社
民
党
に
対
す
る
挑
発
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ュ

l
マ
イ
ア
|
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
明
白
穴
出
R
-
Eー
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